
別紙１ 

計算書類に対する注記（法人全体） 

 

１ 継続事業の前提に関する注記 

 該当なし 

 

２ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ア 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）による。ただし、取得価額と当該債券の金額との差額の重要性が乏

しいと認められる場合は、この限りでない。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

  イ 無形固定資産（権利を除く） 

   定額法による。 

  ウ リース資産 

   該当なし 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい

る。 

（４）消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

３ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

４ 法人で採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

５ 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

 当法人の作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式） 

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式） 

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、

第３号第３様式） 

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第

３号第３様式） 当法人では、公益事業の拠点が１つであるため省略している。 

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第

３号第３様式） 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。 

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容 

ア 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業） 

  （ア）法人運営事業 

  （イ）地域福祉活動支援事業 

  （ウ）見守り活動支援事業 

  （エ）ふれあいサロン事業 



  （オ）生活支援体制整備事業 

  （カ）ボランティア推進事業 

  （キ）共同募金配分金事業 

  （ク）生活福祉資金貸付事業 

  （ケ）善意銀行運営事業 

  （コ）地域福祉基金運営事業 

  （サ）障がい者等支援基金運営事業 

  （シ）法人後見事業 

  （ス）日常生活自立支援事業 

イ ホームヘルプサービス事業拠点区分（社会福祉事業） 

  （ア）訪問介護事業 

  （イ）障害福祉サービス事業 

  （ウ）移動支援事業 

ウ 地域包括支援センター拠点区分（公益事業） 

  （ア）包括的支援事業 

  （イ）介護予防支援事業 

 

６ 基本財産の増減の内容及び金額 

 基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

定期預金 1,500,000 0 0 1,500,000 

合計 1,500,000 0 0 1,500,000 

 

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

 

８ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

９ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 13,501,497 13,501,486 11 

器具及び備品 7,042,390 6,170,285 872,105 

権利 76,440 0 76,440 

ソフトウェア 1,260,000 1,260,000 0 

合計 21,880,327 20,931,771 948,556 

 

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 8,375,882 0 8,375,882 

未収金 464,586 0 464,586 

未収補助金 2,020,032 0 2,020,032 

合計 10,860,500 0 10,860,500 

 



11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 帳簿価格 時  価 評価損益 

173 回利付国庫債券（5年） 30,000,000 29,385,000 △615,000 

合計 30,000,000 29,385,000 △615,000 

 

12 関連当事者との取引の内容 

 該当なし 

 

13 重要な偶発債務 

 該当なし 

 

14 重要な後発事象 

 該当なし 

 

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 

 該当なし 

 

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 



別紙２ 

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ア 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）による。ただし、取得価額と当該債券の金額との差額の重要性が乏

しいと認められる場合は、この限りでない。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

  イ 無形固定資産（権利を除く） 

   定額法による。 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい

る。 

（４）消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

３ 採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分 

 本拠点区分において作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号

第４様式） 

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

  ア 法人運営事業 

  イ 地域福祉活動支援事業 

  ウ 見守り活動支援事業 

  エ ふれあいサロン事業 

  オ 生活支援体制整備事業 

  カ ボランティア推進事業 

  キ 共同募金配分金事業 

  ク 生活福祉資金貸付事業 

  ケ 善意銀行運営事業 

  コ 地域福祉基金運営事業 

  サ 障がい者等支援基金運営事業 

  シ 法人後見事業 

  ス 日常生活自立支援事業 

 

 

 



５ 基本財産の増減の内容及び金額 

 基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

定期預金 1,500,000 0 0 1,500,000 

合計 1,500,000 0 0 1,500,000 

 

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

 

７ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

８ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 6,514,750 6,514,746 4 

器具及び備品 5,439,350 4,962,397 476,953 

権利 76,440 0 76,440 

ソフトウェア 1,260,000 1,260,000 0 

合計 13,290,540 12,737,143 553,397 

 

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 53,580 0 53,580 

未収金 464,586 0 464,586 

未収補助金 1,832,233 0 1,832,233 

合計 2,350,399 0 2,350,399 

 

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 帳簿価格 時  価 評価損益 

173 回利付国庫債券（5年） 30,000,000 29,385,000 △615,000 

合計 30,000,000 29,385,000 △615,000 

 

11 重要な後発事象 

 該当なし 

 

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 



別紙２ 

計算書類に対する注記（ホームヘルプサービス事業） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  該当なし 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい

る。 

（４）消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

３ 採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分 

 本拠点区分において作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）ホームヘルプサービス事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、

第３号第４様式） 

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

  ア 訪問介護事業 

  イ 障害福祉サービス事業 

  ウ 移動支援事業 

 

５ 基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

 

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

 

７ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

８ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 2,023,975 2,023,973 2 

器具及び備品 130,020 81,262 48,758 

合計 2,153,995 2,105,235 48,760 



 

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 5,846,673 0 5,846,673 

未収補助金 187,799 0 187,799 

合計 6,034,472 0 6,034,472 

 

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

 

11 重要な後発事象 

 該当なし 

 

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 



別紙２ 

計算書類に対する注記（地域包括支援センター） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  該当なし 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい

る。 

（４）消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

３ 採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分 

 本拠点区分において作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第

３号第４様式） 

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

  ア 包括的支援事業 

  イ 介護予防支援事業 

 

５ 基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

 

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

 

７ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

８ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 4,962,772 4,962,767 5 

器具及び備品 1,473,020 1,126,626 346,394 

合計 6,435,792 6,089,393 346,399 

 



９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 2,475,629 0 2,475,629 

合計 2,475,629 0 2,475,629 

 

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

 

11 重要な後発事象 

 該当なし 

 

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 


